
海上交通安全法 

 

１ 案内情報 

①手続名：航路及びその周辺の海域以外の海域における工事等の届出 

②手続根拠：海上交通安全法第 41 条第１項 

③手続対象者：・航路又はその周辺の政令で定める海域以外の海域において工事等をしよ

うとする者（通常の管理行為等を除く。） 

・航路又はその周辺の政令で定める海域以外の海域で工作物の設置をしよ

うとする者（通常の管理行為等を除く。） 

④提出時期：当該行為に着手する前 

⑤提出方法：原則、書面又は電子申請 

⑥手数料：なし 

⑦添付書類・部数：位置図、並びに工作物の平面図、断面図及び構造図・２通（詳しくは

提出先にお問い合わせ下さい。） 

⑧申請書様式：適宜（提出先にお問い合わせ下さい。） 

⑨記載要領・記載例：提出先にお問い合わせ下さい。 

 

２ 窓口情報 

①提出先：行為に係る場所を管轄する海上保安部等の長を経由して管区海上保安本部長 

に提出して下さい。 

②受付時間：提出先にお問い合わせ下さい。 

③相談窓口：提出先の海上保安部等又は管区海上保安本部 

 

３ 手続情報 

①審査基準 

②標準処理期間：0.8 ～１ヶ月程度 

③不服申立方法： 


